
東京都がん対策推進計画における「緩和ケア」の推進について

Ⅰ 緩和ケアの種類

がんと診断された時からの切れ目のない緩和ケアの提供

発見
入院治療
（高度医療）

看取り期
（慢性期）

通院治療・在宅療養
（回復期）

ターミナルケア等
・緩和ケア外来
・急変時対応等

・苦痛のスクリーニング等

・早期発見、
適切な医療へのつなぎ
・検診の受診促進による
都民の不安の解消

患者及びその家族のQOL向上のための身体的・精神的・社会的苦痛の全人的苦痛への対応

Ⅱ 課題等

②緩和ケア
病棟

緊急時の受入対応、終末期対応に
ついて緩和ケア病棟と一般病棟の
役割の明確化

①拠点病院
等での専門
的緩和ケア
の提供体制

主治医等から緩和ケアチームにつ
なぐ体制が十分に機能していない
（院内の連携体制）

③地域連携
④在宅緩和
ケア

拠点病院等と地域の病院等との連
携を促進
医療機関における在宅緩和ケアを
推進

⑤人材育成

これまでは拠点病院の医師を中心
に基本的緩和ケアの研修を実施。
対象となる病院・職種が限られ、
また内容も基礎的な研修に限定

計画における主な課題

拠点病院内で「基本的緩和ケア」から「専
門的緩和ケア」へつなぐ体制がある

拠点及び地域において、多職種の医療従事
者が育成されており、緩和ケアを適切に提
供できる

拠点病院・地域の医療機関が連携し、円滑
に地域に移行ができる

目指す姿 方向性の例示（都事業）

○緩和ケア研修会（多職種）
○医師緩和ケア研修事業（「がん診療連携拠
点病院事業」の加算メニュー）
⇒上記取組を着実に推進

○（新規）地域緩和ケア移行体制構築モデル
事業（仮称）
⇒本事業及び緩和ケアワーキンググループで
の検討を踏まえ、緩和ケア病棟の役割の明確
化、病床の機能分化を推進

○がん診療連携拠点病院事業
○東京都がん診療連携拠点病院事業
○地域がん診療病院事業
⇒拠点病院等での課題を把握し、取組を推進
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